
R6年 11月改正分反映済み 

用語説明 

扶養義務者・・・同住所にいる直系親族。別世帯でも同住所であれば含まれます。 

 

【ひとり親医療費助成に係る所得制限】 

・父母本人および扶養義務者で、当年度の所得金額が以下の表を超える場合には助成の対象外

となります。（単位は千円です。） 

 

・本人 

扶 養 親 族 等 
の 数 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

所 得 額 ２，０８０ ２，４６０ ２，８４０ ３，２２０ ３，６００ ３，９８０ 

 

 

・扶養義務者 

 

 

 

 

扶養親族等           

 の数 

右の 

うち老人 

扶養親族の数 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

所 
 

得 
 

額 
０人 ２，３６０ ２，７４０ ３，１２０ ３，５００ ３，８８０ ４，２６０ 

１人  ２，７４０ ３，１８０ ３，５６０ ３，９４０ ４，３２０ 

２人   ３，１８０ ３，６２０ ４，０００ ４，３８０ 

３人    ３，６２０ ４，０６０ ４，４４０ 

４人     ４，０６０ ４，５００ 

５人      ４，５００ 

 

 

 


